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【総務委員会】 

○○地方税法等の一部を改正する法律案（内閣提出第８号）要旨 

本案は、現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の措置を講じよう

とするもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 自動車税及び軽自動車税の環境性能割について、現行の税率区分を令和５

年末まで据え置くこととした一方、今後３年間の措置として、税率区分を段

階的に引き上げる措置を講ずること。 

二 固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化等を行うこ

と。 

三 航空機燃料譲与税について、譲与割合の特例措置の見直しを行うこと。 

四 税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこと。 

五 この法律は、一部の規定を除き、令和５年４月１日から施行すること。 

 

○地方交付税法等の一部を改正する法律案（内閣提出第９号）要旨 

本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、

令和５年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改

正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費

用等の改正等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであ

る。 

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 

１ 地方交付税の総額の特例 

㈠ 令和５年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交

付税の法定率分の額に、法定加算額154億円及び地方公共団体金融機構

の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額2,200億円を加算した

額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額１兆3,000億円

及び同特別会計借入金利子支払額572億円等を控除した額18兆3,611億円

とすること。 

㈡ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金について、令和５年度の償還

額を増額し、令和35年度までに償還することとすること。 

２ 基準財政需要額の算定方法の改正 

㈠ 地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を充実するため、

「地域デジタル社会推進費」の期間を令和７年度まで延長するとともに、

各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、
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令和５年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。 

㈡ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要

額とすること。 

３ 震災復興特別交付税に関する特例 

震災復興特別交付税に充てるため、令和５年度分の地方交付税の総額に

654億円を加算するほか、令和５年度の震災復興特別交付税に関する特例

等を設けること。 

二 地方財政法の一部改正 

令和５年度から令和７年度までの間に限り、臨時財政対策債を発行するこ

とができることとすること。 

三 施行期日 

この法律は、令和５年４月１日から施行すること。 

 

○○地方自治法の一部を改正する法律案（内閣提出第39号）要旨 

本案は、地方議会の活性化並びに地方公共団体の運営の合理化及び適正化を

図るため、地方制度調査会の答申等にのっとり、地方議会の役割及び議員の職

務の明確化等を行うとともに、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可

能とする規定の整備、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等の措置

を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等に関する事項 

１ 地方議会の役割及び議員の職務等の明確化 

㈠ 普通地方公共団体の議会は、議事機関として、当該普通地方公共団体

の住民が選挙した議員をもって組織され、当該普通地方公共団体の重要

な意思決定に関する事件を議決し、並びに検査及び調査その他の権限を

行使することを明確化すること。 

㈡ ㈠の議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会

の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない

ことを明確化すること。 

２ 地方議会に係る手続のオンライン化 

普通地方公共団体の議会又は議長（以下「議会等」という。）に対して

行われる通知及び議会等が行う通知のうち議会に関する規定において文書

等により行うことが規定されているものについては、電子情報処理組織を

使用する方法により行うことができるものとすること。 
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二 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項 

一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員に比べて短い会計年度任用職員

に対し、勤勉手当を支給することができるものとすること。 

三 公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに関する事項  

１ 普通地方公共団体の長は、公金事務を適切かつ確実に遂行することがで

きる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定する

ものに、公金事務を委託することができるものとすること。 

２ １による委託を受けた者（以下「指定公金事務取扱者」という。）につ

いて、公金事務の一部の再委託、会計管理者による検査、帳簿保存等の義

務、指定の取消し等に係る規定を整備すること。 

３ 原則として全ての歳入等の収納事務について、普通地方公共団体の長の

判断で指定公金事務取扱者に委託することができるものとするなど、普通

地方公共団体の長が１により公金事務を委託することができる歳入等又は

歳出の範囲等について規定すること。 

四 施行期日 

この法律は、令和６年４月１日から施行すること。ただし、一の１は、公

布の日から施行すること。 

（（附帯決議） 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用

に万全を期すべきである。 

一 多様な住民が地方議会に関わる機会の拡大及び議会運営の合理化を図るた

め、現行の議会の在り方に加え、議会に係る手続のオンライン化を可能とし

た趣旨も踏まえ、議会におけるデジタル技術を活用した取組に関し、必要な

助言を行うとともに、技術的・財政的な支援についても検討を行うこと。 

二 多様な人材が地方議会に参画できる環境を整備することの重要性に鑑み、

各議会において、オンラインによる委員会を円滑に開催することができるよ

う、地方公共団体に対し必要な助言を行うこと。また、オンラインによる本

会議への出席を可能とすることについては、第33次地方制度調査会の答申を

踏まえ、議員本人による自由な意思表明に関し、議場と同様の環境が確保で

きるか等の課題について、オンラインによる委員会の開催上の課題等の検証

を行い、国会における対応も参考としつつ丁寧に検討を進め、その結果に基

づいて必要に応じ所要の措置を講ずること。 

三 地方議会の議員の選挙において労働者がより立候補しやすくなるよう、就
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業規則において立候補休暇制度を設けること等について、事業主の理解を得

るための取組を進めるなど、引き続き立候補環境の整備に取り組むこと。 

四 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律や第33次地方制度調査

会の答申の趣旨等を踏まえ、女性や若者、育児・介護に携わる者等が議会に

参画する上での障壁を除去するため、各議会において会議規則における育

児・介護等の取扱いの明確化やハラスメント防止等の取組が進められるよう、

必要な助言を行うこと。 

五 小規模市町村において議員のなり手不足が深刻であることを踏まえ、適正

な水準の議員報酬の在り方について、各地方公共団体における検討に資する

よう、取組事例の紹介に取り組むとともに、適切に地方財政措置を講ずるこ

と。 

六 今後も人口減少の進行が見込まれていることに鑑み、本法による地方議会

の役割及び議員の職務等の明確化の趣旨を十分に周知するとともに、各地域

において住民福祉を 大限に追求することに資する議会の在り方について活

発に議論がなされるよう、必要な助言を行うこと。 

七 地方公務員の任用、勤務条件並びに福祉及び利益の保護等の適正を確保す

るため、本法施行後、その施行の状況等について調査・検討を行い、その結

果に基づいて必要な措置を講ずること。その際、会計年度任用職員を始め非

常勤職員の勤務条件に関し、職務給の原則を踏まえた給与決定や業務に応じ

た勤務時間の適切な設定について地方公共団体に対し適切に助言するととも

に、引き続き短時間勤務の会計年度任用職員に係る給付の在り方について検

討を進めること。また、制度改正により必要となる財源については、その確

保に努めること。 

八 公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに当たっては、適正な公金

取扱いを確保するため、指定公金事務取扱者に対する検査等が適切に実施さ

れるよう、地方公共団体に対して必要な助言を行うこと。 

 

○○放送法及び電波法の一部を改正する法律案（内閣提出第40号）要旨 

本案は、近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、基幹放送事業者が事業

運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたっ

て確保するため、複数の放送対象地域の基幹放送事業者が一定の条件の下で同

一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するとともに、一の放送対

象地域において複数の地上基幹放送事業者が中継局を共同で利用することを可
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能とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 

一 複数の放送対象地域における放送番組の同一化 

異なる放送対象地域の基幹放送事業者が、地域性確保のための措置を講ず

る等の一定の条件の下で、同一の放送番組の放送を同時に行うことができる

こととする認定制度を設けること。 

二 複数の地上基幹放送事業者による中継局の共同利用 

１ 地上基幹放送事業者が、総務大臣による確認を受けた上で、他者の中継

局を用いて地上基幹放送を行うことを可能とすること。 

２ 日本放送協会が、その子会社が中継局を保有することを条件として、中

継局を他の地上基幹放送事業者と共同で利用し地上基幹放送を行うことを

可能とすること。 

三 基幹放送事業者の業務管理体制の確保に係る規定の整備 

基幹放送事業者に対し、委託等の外部利用先も含め、放送設備の運用のた

めの業務管理体制について基準適合維持義務を課すとともに、その履行を担

保するための監督規定等を設けること。 

四 施行期日 

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範

囲内において政令で定める日から施行すること。 

（（附帯決議） 

政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべ

きである。 

一 政府は、基幹放送事業者が本法による特定放送番組同一化を行う場合にお

ける地域性確保措置については、それぞれの放送対象地域における放送番組

に対する固有の需要を引き続き満たせるよう、有効な当該措置となり得る典

型例を示すなどの取組を行うとともに、当該措置の実効性が確保されるよう、

必要な措置を講ずること。 

二 協会は、基幹放送局提供子会社の設立や当該子会社が提供する中継局設備

の民間放送事業者との共同利用が、受信料を基にして行われることに鑑み、

協会の資産を適切に使用するよう留意するとともに、広く国民・視聴者の理

解を得られるようにすること。また、中継局設備の保守運用に係るコストが

民間放送事業者よりも高いとの指摘もあることから、その要因を分析し不断

に見直すとともに、共同利用を行う民間放送事業者の過度の負担とならない

ようにすること。 
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三 政府は、特定放送番組同一化及び中継局設備の共同利用が柔軟な事業運営

を可能とするためのものであることを踏まえ、基幹放送事業者が利用しやす

いものとなるよう、その要件・手続等の明確化・透明化を図ること。 

四 政府は、令和５年３月の省令改正によるマスメディア集中排除原則の緩和

後においても、基幹放送事業者によるそれぞれの放送対象地域における放送

番組の多様性が確保されるよう、不断の検討を行うとともに、必要な措置を

講ずること。 

五 政府は、協会及び各地の民間放送事業者が行ってきた放送が、災害情報や

地域情報等の発信等において重要な社会的役割を果たしてきたこと、また、

通信と放送の融合が一層進展していることに鑑み、引き続き視聴者へ良質な

コンテンツを提供するなど放送の持続的な維持・発展を可能とするため、地

方ローカル局の経営合理化など、その将来的な経営の在り方を含めた放送の

今後の在り方について不断の検討を行うとともに、必要な措置を講ずること。 

六 政府は、デジタル社会を支え、国民生活に必要不可欠な放送・情報通信イ

ンフラの整備の推進、維持管理の確保に万全を期すこと。 

 

○○放送法第70条第２項の規定に基づき、承認を求めるの件（内閣提出、承認

第１号） 

本件は、日本放送協会の令和５年度収支予算、事業計画及び資金計画につい

て、放送法第70条第２項の規定に基づき、国会の承認を求めるものである。 

なお、本件には総務大臣の意見が付されており、令和５年度収支予算等につ

いては、「令和５年10月以降、地上契約と衛星契約の双方において現行の受信

料額から１割引き下げる値下げを盛り込み、視聴者への還元を行う点では評価

ができる。」とした上で、「公共放送として提供する放送番組の質を維持しつ

つ、引き続き、公共放送の役割を果たすために必要な事業規模について不断の

見直しを行い、事業経費の一層の合理化・効率化に取り組むとともに、受信料

の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組を着実に進め、受信料収入と事業規

模との均衡を早期に確保していくことが求められる。」とされている。 

一 収支予算 

１ 一般勘定の事業収支は、受信料等の事業収入が前年度に比べ450億円減

少の6,440億円、国内放送費等の事業支出が前年度に比べ170億円減少の

6,720億円となっており、事業収支における不足280億円については、財政

安定のための繰越金の一部をもって補塡する。 
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２ 受信料の額は、令和５年９月30日までは、月額で、口座振替又はクレ

ジットカード等継続払の場合、地上契約1,225円、衛星契約2,170円、継続

振込等の場合、地上契約1,275円、衛星契約2,220円等、前年度どおりであ

り、令和５年10月１日以降は、月額で、地上契約1,100円、衛星契約

1,950円等となっている。 

二 事業計画 

１ 放送センター建替えを進めるとともに、緊急報道や番組の充実、番組配

信のための設備や大規模災害時等においても安定的な放送・サービスを継

続するための設備整備及び地域放送会館の整備等を行う。 

２ 国内放送は、公共放送の基本を堅持し、その使命を果たすために、正確

な情報を公平・公正に伝え、命と暮らしを守る放送・サービスに全力で取

り組み、安全で安心な暮らしに貢献する。幅広い世代の期待にこたえる多

彩で質の高い番組を編成するとともに、国内外の課題や 新事情を早く、

深く、わかりやすく伝え、判断のよりどころとなる情報の社会的基盤の役

割を果たす。地域で暮らす人の視点から、役立つ情報、関心の高いテーマ、

課題等を積極的に取り上げ、地域の今を視聴者に伝えていく。 

また、教育放送及び障害者や高齢者に向けた放送の充実を図る。 

このほか、衛星波のうち、ＢＳ１、ＢＳプレミアム、ＢＳ４Ｋの整理を

行い、令和５年12月に新ＢＳ２Ｋ（仮称）、新ＢＳ４Ｋ（仮称）の放送を

開始する。また、２Ｋのうち一波は衛星波削減の円滑な実施に向けた周知

等を行い、令和６年３月末で終了する。 

３ 国際放送は、自主自律の編集権を堅持し、外国人向け放送及び邦人向け

放送として、正確で公平・公正な情報や幅広い分野の番組を多様な媒体を

通じて発信するなど、海外発信強化に取り組むとともに、効率的な番組制

作に努め、国際社会の日本に対する理解を促進する。 

４ 国内放送番組等配信は、放送を補完してその効果・効用を高め、国民共

有の財産である放送番組等を広く国民に還元するなど、放送法第15条に掲

げられた目的を達成するために実施する。環境の変化や技術の進歩発達に

適宜対応しながら、信頼される情報の社会的基盤としての役割を果たして

いくために、インターネットならではの特性を生かして、放送番組及び番

組の理解増進情報の提供等を行う。 

５ 国際放送番組等配信は、情報を効率的・効果的に届けることができるイ

ンターネットの特性を生かし、全世界へ向けて放送番組等を提供するとと
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もに、多言語化を進め、世界の人々に向けて質の高いサービスを届ける。 

６ 受信料の公平負担と営業経費の抑制のため、共感と納得に基づく新たな

業務モデルの確立に向けて取り組み、効率的な契約・収納活動を推進する

とともに、受信料収入の確保に努める。 

７ 調査研究については、新たな放送・サービスの創造に資する放送技術の

研究開発を行うとともに、放送番組・サービスの向上に寄与する調査研究

の推進により、その成果を放送に生かし、また、広く一般に公開して、放

送文化の発展に資する。 

８ 放送番組等を電気通信回線を通じて、有料で一般の利用に直接供する業

務等については、コンテンツの充実や利便性の向上等を図る。 

９ 会館施設等の一般供用、賃貸及び放送番組の受託制作等については、協

会業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において実施する。 

10 人事制度改革を推進するとともに、受信料の価値を 大化するため、効

率的な業務体制の確立や、視聴者コミュニケーション改革、グループ全体

でのガバナンスの強化等を進める。 

三 資金計画 

令和５年度の資金計画は、受信料等による入金総額7,707億円、事業経費、

建設経費等による出金総額8,090億円をもって施行する。 

（（附帯決議） 

一 協会は、放送番組の編集に当たっては、受信料を財源とする公共放送の性

格を定めた放送法の趣旨を十分踏まえ、事実に基づく放送に強い責任を自覚

し、かつ政治的公平性を保つとともに、「人にやさしい放送」の更なる拡充

により放送のバリアフリー化を進め、我が国の公共放送としての社会的使命

を果たすこと。また、寄せられる様々な意見に対し、必要に応じ自律的に調

査し、その結果を速やかに公表し、国民・視聴者に開かれた公共放送として

信任を得られるよう努めること。 

二 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律

性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自

律性を尊重すること。また、経営委員会委員の任命に当たっては、公正な判

断をすることができる経験と見識を有する者から、教育、文化等の各分野及

び全国各地方が公平に代表され、かつ、女性の比率を引き上げるなど多様な

意見が反映されるよう幅広く選任するよう努めること。 

三 協会は、その運営が受信料を財源としていることを踏まえ、国民・視聴者
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に対し、情報を十分に開示し、説明を尽くすこと。また、そのために、経営

委員会及び理事会等における意思決定過程や、財政運営上の規律、不祥事に

伴う処分、子会社等の運営の状況、調達に係る取引等を合理的に跡付け、又

は検証することができるよう、経営委員会及び理事会の議事録の適切な作

成・管理を行うとともに、原則として公表すること。 

四 協会は、平成29年12月の 高裁判決にも鑑み、公共放送の存在意義及び受

信料制度に対する国民・視聴者の理解の促進や信頼感の醸成に協会一体と

なって、一層努めること。また、支払率の低下について、訪問によらない営

業との関係も含め、その原因を分析し、対処方法について検討を行うこと。

なお、令和４年の放送法改正により導入された割増金については、個別事情

に配慮し、適切な対応を行うこと。 

五 協会は、令和５年度末の衛星波の削減に際しては、引き続き視聴者の多様

なニーズに応える番組の編成に留意するとともに、視聴者への丁寧な説明及

び周知を行うこと。また、音声波の削減については、災害時における情報提

供手段としての高い有用性があること、ラジオ第２放送が民間放送事業者の

手掛けにくい教育・教養番組の放送を多面的に行っていること等を考慮した

検討を行うこと。 

六 協会は、放送センターの建替えに際し、受信料を財源としていることを踏

まえ、中期経営計画で示された「新放送センターの建設計画の抜本的な見直

し」の具体的な内容を早期に明らかにし、国民・視聴者の理解が得られるよ

う説明を尽くすとともに、建替えに係る費用の圧縮に徹底的に取り組み、そ

の成果を国民・視聴者に適切に還元すること。 

七 経営委員会は、放送法が定める協会の自律性を担保するために、協会の経

営に関する重要事項を決定する権限と責任を有する 高意思決定機関である

ことを深く認識し、職務を遂行するに当たっては、放送法を遵守し、特に、

何人からも介入されることのない個別の放送番組の編集への経営委員会の介

入が疑われるような行為は厳に慎むこと。また、協会が放送法に定められた

役割を的確に果たせるよう、監督権限を行使すること。 

八 協会は、子会社及び関連公益法人等を含むグループ全体としての経営改革

について、関連事業持株会社の設立による業務効率化や関連公益法人等の統

合の効果を随時検証し、その結果を踏まえ、組織を挙げて迅速かつ確実に取

り組むこと。また、子会社等との契約において高止まりしている随意契約の

割合を引き下げることを含め、より効率的かつ透明な手続による調達の推進
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に取り組むこと。 

九 協会は、経営改革の実行に当たっては、職員の雇用の確保及び処遇の改善

に十分配慮すること。 

十 協会は、協会の業務に携わる者の命と健康を 優先すべきであったにもか

かわらず、過労により職員が亡くなる事態が再発してしまった事実を厳粛に

受け止め、適正な業務運営と労働環境確保に全力で取り組むこと。また、ハ

ラスメントの防止など職場の環境改善を進めるとともに、障害者の雇用率の

向上及び女性の採用・登用の拡大を図ること。 

十一 協会は、受信料を負担する国民・視聴者共有の財産であることを自覚し、

放送と通信の大融合時代にふさわしい公共放送の在り方、受信料の在り方に

ついて、引き続き真剣に検討し、新しい社会と技術に対応した公共メディア

として将来にわたって持続・発展していくことを可能とする経営ビジョンを

早急に構築すること。 

十二 協会は、国民・視聴者に対する還元等により、当面、事業収支差金の赤

字が見込まれていることについて、必要な還元を進めつつも、不断の経営改

革により、できる限り早期に赤字予算を解消し、受信料収入と事業規模との

均衡を確保すること。 

十三 協会は、インターネット常時同時配信等通信分野における業務の実施に

当たっては、二度の社会実証の結果や民間放送事業者の見解に十分留意しつ

つ、国民・視聴者のニーズや動向を的確に把握し、国民・視聴者に対する情

報提供や関係者間での情報共有及び連携を図るよう努めること。 

十四 協会は、自然災害が相次いでいる現状に鑑み、地震災害、風水害、雪害

等、いかなる災害時にも放送・サービスが継続され、正確な情報が国民に伝

達されるよう、地方局と連携し、放送設備と体制の強化を図ること。 

十五 協会は、国際放送については、我が国の経済・社会・文化等の動向を正

しく伝え、我が国に対する理解を促進するよう努めること。また、世界情勢

等に鑑み、在外邦人に対し、生命と身体の安全に関する情報を適切に伝える

よう努めること。 

 

＜＜委員会決議＞ 

○持続可能な地方税財政基盤の確立並びに新型コロナウイルス感染症及び東

日本大震災等への対応に関する件 

厳しい地方財政の現状を踏まえ、地方公共団体が住民生活に必要な行政サー
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ビスを持続的かつ安定的に提供していくためには、持続可能な地方税財政基盤

の確立が不可欠であることに鑑み、政府は、次の諸点について措置すべきであ

る。 

一 交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、

前年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、予見可能性を持って安定的

に確保するとともに、社会保障関係費その他の拡大する行政需要に合わせて

充実させるよう 大限努力すること。 

二 地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・

再生、地域社会のデジタル化等の重要課題に取り組んでいくためには、地域

のそれぞれの実情に応じた諸施策を中長期にわたって実施していく必要があ

ることに鑑み、その実施に必要な歳出を継続的かつ安定的に地方財政計画に

計上すること。 

三 地方交付税については、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が

十分発揮できるよう、引き続き、地方税等と併せ必要な総額の充実確保を図

るとともに、法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、臨時財政対

策債等の特例措置に依存しない持続的な制度の確立を目指すこと。また、基

準財政需要額の算定に当たっては、社会保障関係費の自然増、保健所におけ

る感染症対策等のための人員配置に係る経費を適切に反映するとともに、条

件不利地域等、地域の実情に十分配慮すること。 

四 地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱

を回避するため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。また、年度途中

に税収の見込額が減額される場合には、地方公共団体の財政運営に支障が生

じないよう、国の責任において十分な補塡措置を講ずること。 

五 地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、安定

的で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。また、税

負担軽減措置等の創設や拡充など減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合

には、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう、慎重に対処

するとともに、代替の税源の確保等の措置を講ずること。とりわけ固定資産

税は、市町村の基幹税目であることを踏まえ、納税者の税負担にも配慮しつ

つ安定的税収の確保に努めること。 

六 ふるさと納税制度に関しては、応益原則に配慮し、制度の趣旨に沿った適

切な運用に向けた取組を進めること。 

七 森林環境税及び森林環境譲与税については、地方団体が実施する森林の整
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備及びその促進に関する施策の取組状況や地方団体の意見を踏まえつつ、一

層効果的に活用されるよう、各地方団体への支援を行うとともに、森林吸収

源対策を一層推進することが重要となっている状況に鑑み、必要がある場合

には、森林環境譲与税の使途や譲与基準を始め、所要の見直しを行うこと。 

八 地方債については、財政力の弱い市町村が円滑に資金を調達できるよう、

地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分

に 大限の配慮を行うこと。また、民間等資金について、引き続き資金調達

手段の多様化に取り組むこと。 

九 臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来にお

いて地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措

置を講ずること。 

十 今後とも、臨時財政対策債の発行抑制や交付税特別会計借入金の着実な償

還に努め、地方財政の健全化を進めること。 

十一 新型コロナウイルス感染症対策に関しては、感染症法上の位置付けの変

更にかかわらず、引き続き国の責任において迅速かつ十分な財政支援を行う

こと。 

十二 地域医療構想及び公立病院経営強化の推進に当たっては、公立病院の病

床削減・統廃合を前提とせず、地域の実情に即した地方公共団体の主体的な

取組を十分に尊重するとともに、持続可能な地域医療提供体制を確保するた

め、必要な財政措置を講ずること。 

十三 光熱費高騰を始めとする物価高騰に伴う地方公共団体の行政経費の増加

については、各団体の財政運営に与える影響の把握に努め、必要がある場合

には、迅速に追加的な財政措置を講ずること。 

十四 マイナンバーカードの普及促進に当たっては、交付率によって、地方交

付税が減額されるなどの不利益が生じることのないようにすること。また、

マイナンバーカードの取得が任意であることを踏まえ、カードを取得してい

ない方についても、必要な行政サービスが受けられないことのないようにす

ること。 

十五 東日本大震災からの復旧・復興事業が着実に実施できるよう、復旧・復

興事業が完了するまでの間、震災復興特別交付税を始め、必要な財源を確実

に確保するなど、万全の支援措置を講ずること。 

十六 近年、集中豪雨、台風、地震、豪雪などの自然災害が頻発化・激甚化し、

全国各地で住民生活の安全・安心を脅かす甚大な被害が発生していることを
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踏まえ、地方公共団体において、更なる防災・減災対策の推進や、被災地の

迅速な復旧・復興に取り組むことができるよう、十分な人的・財政的支援を

行うこと。 

右決議する。 

 

 

 

   


